
民生福祉常任委員会審査日程 
 

日 時  平成２９年３月１０日(金) 

午前９時 

場 所  第２委員会室 

         

～審査内容～ 

 

１ 議案第３３号 山陽小野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

制定について（国保） 

 

２ 議案第１７号 平成２９年度山陽小野田市国民健康保険特別会計予算に

ついて（国保） 

 

３ 議案第１９号 平成２９年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計予算

について（国保） 

 

４ 議案第１８号 平成２９年度山陽小野田市介護保険特別会計予算につい

て（高齢） 

 

５ 議案第３８号 養護老人ホーム長生園組合の解散に関する協議について

（高齢） 

 

６ 議案第３９号 養護老人ホーム長生園組合の解散に伴う事務の承継に関

する協議について（高齢） 

 

７ 議案第４０号 財産の無償貸付について（高齢） 

 

８ 議案第２４号 平成２９年度山陽小野田市病院事業会計予算について

（病院） 

 

９ 議案第３５号 山陽小野田市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例の制定について（病院） 

 

10 議案第３０号 山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例の制定につ

いて（生活） 



11 議案第３２号 山陽小野田市児童発達支援事業所条例の制定について

（こども） 

 

12 議案第３１号 山陽小野田市障害福祉サービス事業所条例の一部を改正

する条例の制定について（障害） 

 

13 議案第３７号 山陽小野田市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定につ

いて（市民） 

 

14 閉会中の所管事務調査について 
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山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例新旧対照表（案）     資料１  

特措法 条例改正（案） 現条例 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われ

ていない空家等が防災、衛生、景観等の

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼ

していることに鑑み、地域住民の生命、

身体又は財産を保護するとともに、その

生活環境の保全を図り、あわせて空家等

の活用を促進するため、空家等に関する

施策に関し、国による基本指針の策定、

市町村（特別区を含む。第１０条第２項

を除き、以下同じ。）による空家等対策計

画の作成その他の空家等に関する施策を

推進するために必要な事項を定めること

により、空家等に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって公共の福祉の

増進と地域の振興に寄与することを目的

とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、

建築物又はこれに附属する工作物であっ

て居住その他の使用がなされていないこ

とが常態であるもの及びその敷地（立木

その他の土地に定着する物を含む。）をい

う。ただし、国又は地方公共団体が所有

し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」と

は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保

安上危険となるおそれのある状態又は著

しく衛生上有害となるおそれのある状

態、適切な管理が行われていないことに

より著しく景観を損なっている状態その

他周辺の生活環境の保全を図るために放

置することが不適切である状態にあると

認められる空家等をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に

関する特別措置法（平成２６年法律第１

２７号。以下「法」という。）に定めるも

ののほか、市の空家等に関する対策の推

進に関し必要な事項を定めることによ

り、市民等の生活環境の保全及び安全で

安心なまちづくりの推進に寄与すること

を目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 (1) 空家等 建築物又はこれに附属す

る工作物であって居住その他の使用

がなされていないことが常態である

もの及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。）をいう。た

だし、国又は地方公共団体が所有

し、又は管理するものを除く。 

 (2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒

壊等著しく保安上危険となるおそれの

ある状態又は著しく衛生上有害となる

おそれのある状態、適切な管理が行わ

れていないことにより著しく景観を損

なっている状態その他周辺の生活環境

の保全を図るために放置することが不

適切である状態にあると認められる空

家等をいう。 

(3) 管理不適切空家等 法第３条の規定

による適切な管理がされておらず、周

辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等

（特定空家等であるものを除く。）を

いう。 

(4) 所有者等 市内に所在する空家等

の所有者又は管理者をいう。 

(5) 市民等 市内に居住し、通勤し、

通学し、又は滞在する者をいう。 

 

 

 

（民事による解決との関係） 

第３条 空家等に関し生じる紛争は、当該

紛争の当事者間において民事による解決

を図ることを妨げない。 

（目的） 

第１条 この条例は、空き家等が管理不全

な状態となることを防止し、又は管理不

全な状態にある空き家等を適正な管理状

態に導くことにより、生活環境の保全及

び安全で安心なまちづくりの推進に寄与

することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１） 空き家等 市内に所在する建物そ

の他の工作物で、常時無人の状態に

あるもの及びその敷地をいう。 

（２） 管理不全な状態 空き家等が次の

いずれかに該当する状態をいう。 

 ア 著しい老朽化による一部又は全部

の倒壊のおそれがある状態 

  イ 強風により容易に建築材等が飛散

する状態  

  ウ 樹木や草が繁茂し、除枝又は除草

が必要な状態 

  エ 病害虫が大量発生する状態 

  オ 野犬等の動物が営巣する状態 

  カ 資材やごみが散乱する状態 

  キ ごみの不法投棄場所になる状態 

  ク 不特定者の侵入による火災又は犯

罪若しくは非行を誘発するおそれが

ある状態 

  ケ 交通安全の障害になる状態 

  コ 前各号に掲げるもののほか、周辺

の良好な生活環境を著しく損なう状

態 

（３）所有者等 市内に所在する建物その 

他の工作物を所有し、占有し、又は管 

理する者をいう。 

（４）市民等 市内に居住し、若しくは滞

在し、又は市内を通過する者をいう。 

 

（民事による解決との関係） 

第３条 この条例の規定は、管理不全な状

態にある空き家等の所有者等と当該空き

家等が管理不全な状態であることにより
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特措法 条例改正（案） 現条例 

 

 

 

（市町村の責務） 

第４条 市町村は、第６条第１項に規定す

る空家等対策計画の作成及びこれに基づ

く空家等に関する対策の実施その他の空

家等に関する必要な措置を適切に講ずる

よう努めるものとする。 

 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下

「所有者等」という。）は、周辺の生活環

境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の

適切な管理に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本指針） 

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は、空

家等に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するための基本的な指針（以下「基

本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基

本的な事項 

二 次条第１項に規定する空家等対策計画

に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的か

つ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指

針を定め、又はこれを変更しようとする

ときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指

針を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

 

（空家等対策計画） 

第６条 市町村は、その区域内で空家等に

関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るため、基本指針に則して、空家等に関

する対策についての計画（以下「空家等

対策計画」という。）を定めることができ

る。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の対象とする地区

及び対象とする空家等の種類その他の空

 

 

 

（市の責務） 

第４条 市は、空家等の適切な管理及び活

用促進等に関する必要な施策を実施しな

ければならない。 

 

 

 

（空家等の所有者等の責務） 

第５条 空家等の所有者等は、周辺の生活

環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等

の適切な管理を行わなければならない。 

 

 

（市民等の役割） 

第６条 市民等は、適切な管理が行われて

いない空家等があると認めるときは、速

やかに市にその情報を提供するととも

に、市がこの条例の目的の達成のために

実施する施策に協力するよう努めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（空家等対策計画） 

第７条 市長は、法第６条第１項の規定に

基づき山陽小野田市空家等対策計画を定

め、同条第２項に規定する空家等に関す

る事項のほか、市の講ずる空家等に関す

る対策を総合的かつ計画的に実施する。  

 

 

 

 

 

被害を受けるおそれがある者との間で、

民事による解決を図ることを妨げない。 

 

（市の責務） 

第４条 市は、この条例の目的を達成する

ために必要な施策を実施しなければなら

ない。 

  

 

 

（所有者等の責務） 

第５条 空き家等の所有者等は、当該空き

家等が管理不全な状態にならないよう常

に適正な管理を行わなければならない。 

 

 

（市民等の役割） 

第６条 市民等は、管理不全な状態である

空き家等があると認めるときは、速やか

に市にその情報を提供するとともに、市

がこの条例の目的の達成のために実施す

る施策に協力するよう努めるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

特措法 条例改正（案） 現条例 

家等に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の

促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地

（以下「空家等の跡地」という。）の活用 

の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第１４条第

１項による助言若しくは指導、同条第２

項の規定による勧告、同条第３項の規定

による命令又は同条第９項若しくは第１

０項の規定による代執行をいう。以下同

じ。）その他の特定空家等への対処に関す

る事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への

対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関す

る事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関

し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又

はこれを変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家

等対策計画の作成及び変更並びに実施に

関し、情報の提供、技術的な助言その他

必要な援助を求めることができる。 

 

（協議会） 

第７条 市町村は、空家等対策計画の作成

及び変更並びに実施に関する協議を行う

ための協議会（以下この条において「協

議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を

含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市

町村の議会の議員、法務、不動産、建築、

福祉、文化等に関する学識経験者その他

の市町村長が必要と認める者をもって構

成する。 

３ 第２項に定めるもののほか、協議会の

運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 

 

 

 

（都道府県による援助） 

第８条 都道府県知事は、空家等対策計画

の作成及び変更並びに実施その他空家等

に関しこの法律に基づき市町村が講ずる

措置について、当該市町村に対する情報

の提供及び技術的な助言、市町村相互間

の連絡調整その他必要な援助を行うよう

努めなければならない。 

 

（立入調査等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協議会） 

第８条 法第７条第１項に規定する協議の

ほか、市長が必要と認める事項に関する

協議を行うため、同項の規定に基づき山

陽小野田市空家等対策協議会（以下「協

議会」という。）を置く。  

２ 協議会は、委員１０人以内で組織し、

委員（市長を除く。以下この条において

同じ。）は、法第７条第２項に規定する者

のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、３年とする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。  

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、協議会の

組織及び運営について必要な事項は、規

則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実態調査） 
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特措法 条例改正（案） 現条例 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内

にある空家等の所在及び当該空家等の所

有者等を把握するための調査その他空家

等に関しこの法律の施行のために必要な

調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第１４条第１項から第３

項までの規定の施行に必要な限度におい

て、当該職員又はその委任した者に、空

家等と認められる場所に立ち入って調査

をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職

員又はその委任した者を空家等と認めら

れる場所に立ち入らせようとするとき

は、その５日前までに、当該空家等の所

有者等にその旨を通知しなければならな

い。ただし、当該所有者等に対し通知す

ることが困難であるときは、この限りで

ない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められ

る場所に立ち入ろうとする者は、その身

分を示す証明書を携帯し、関係者の請求

があったときは、これを提示しなければ

ならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限

は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

 

（空家等の所有者等に関する情報の利用

等） 

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税

その他の事務のために利用する目的で保

有する情報であって氏名その他の空家等

の所有者等に関するものについては、こ

の法律の施行のために必要な限度におい

て、その保有に当たって特定された利用

の目的以外の目的のために内部で利用す

ることができる。 

２ 都知事は、（省略） 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、

この法律の施行のために必要があるとき

は、関係する地方公共団体の長その他の

者に対して、空家等の所有者等の把握に

関し必要な情報の提供を求めることがで

きる。 

 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条 市町村長は、空家等（建築物を

販売し、又は賃貸する事業を行う者が販

売し、又は賃貸するために所有し、又は

管理するもの（周辺の生活環境に悪影響

を及ぼさないよう適切に管理されている

ものに限る。）を除く。以下第１３条まで

において同じ。）に関するデータベースの

整備その他空家等に関する正確な情報を

把握するために必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 市長は、前条の規定による情報提

供があったとき、又は第５条に規定する

所有者等の責務が履行されていないと認

めるときは、当該空き家等の実態調査を

行うことができる。 

２ 市長は、前項の実態調査を行う場合に

おいて必要があると認めるときは、職員

に当該空き家等に立ち入らせ、必要な調

査及び指導を行わせることができる。 

３ 前項の規定により立入調査を行う職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者に提示しなければならない。 

４ 第２項の規定による立入調査の権限

は、犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。 
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特措法 条例改正（案） 現条例 

 

（所有者等による空家等の適切な管理の促

進） 

第１２条 市町村長は、所有者等による空

家等の適切な管理を促進するため、これ

らの者に対し、情報の提供、助言その他

必要な援助を行うよう努めるものとす

る。 

 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１３条 市町村は、空家等及び空家等の

跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業

を行う者が販売し、又は賃貸するために

所有し、又は管理するものを除く。）に関

する情報の提供その他これらの活用のた

めに必要な対策を講ずるよう努めるもの

とする。 

 

（特定空家等に対する措置） 

第１４条 市町村長は、特定空家等の所有

者等に対し、当該特定空家等に関し、除

却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生

活環境の保全を図るために必要な措置

（そのまま放置すれば倒壊等著しく保

安上危険となるおそれのある状態又は

著しく衛生上有害となるおそれのある

状態にない特定空家等については、建築

物の除却を除く。次項において同じ。）を

とるよう助言又は指導をすることがで

きる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又

は指導をした場合において、なお当該特

定空家等の状態が改善されないと認め

るときは、当該助言又は指導を受けた者

に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環

境の保全を図るために必要な措置をと

ることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を

受けた者が正当な理由がなくてその勧

告に係る措置をとらなかった場合にお

いて、特に必要があると認めるときは、

その者に対し、相当の猶予期限を付け

て、その勧告に係る措置をとることを命

ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようと

する場合においては、あらかじめ、そ

の措置を命じようとする者に対し、そ

の命じようとする措置及びその事由並

びに意見書の提出先及び提出期限を記

載した通知書を交付して、その措置を

命じようとする者又はその代理人に意

見書及び自己に有利な証拠を提出する

機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、そ

の交付を受けた日から５日以内に、市町

 

（情報の提供又は助言等） 

第９条 市長は、法第９条第１項の規定に

より空家等を調査した場合において、当

該空家等が管理不適切空家等であると認

めるときは、当該管理不適切空家等の所

有者等又はその関係人に対し、空家等の

適切な管理を促進するための情報の提供

又は助言若しくは指導を行うことができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（支援） 

第 13条 市長は、空き家等の所有者等に対

し、必要があると認めるときは、当該空

き家等が管理不全な状態にならないため

の必要な支援をすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（助言、指導及び勧告） 

第８条 市長は、前条の実態調査により、

空き家等が管理不全な状態になるおそれ

があると認めるとき、又は管理不全な状

態であると認めるときは、当該所有者等

に対し、必要な措置について助言又は指

導を行うことができる。 

２ 市長は、前項の助言又は指導を行った

にもかかわらず、なお当該空き家等が管理

不全な状態であるときは、当該所有者等に

対し、履行期限を定めて必要な措置を講じ

るよう勧告することができる。 

 

（命令） 

第９条 市長は、空き家等の所有者等が正

当な理由なく前条第２項の規定による勧

告に応じないとき、又は空き家等が著し

く管理不全な状態であると認めるとき

は、当該所有者等に対し、履行期限を定

めて必要な措置を講じるよう命じること

ができる。 

２ 市長は、前項の規定により必要な措置

をとることを命じようとする場合におい

て、過失がなくて当該措置を命ずべき者

を確知することができず、かつ、当該措

置を放置することが著しく公益に反する

と認めるときは、その者の負担において、

当該措置の全部若しくは一部を自ら行

い、又は第三者にこれを行わせることが

できる。この場合において、市長は相当

の期限を定めて、当該措置を行うべき旨

及びその期限までに当該措置を行わない

ときは、当該措置を自ら行い、又は第三

者に行わせる旨を、あらかじめ公告しな

ければならない。 

 

（公表） 

第 10条 市長は、前条第１項の規定による



6 

 

特措法 条例改正（案） 現条例 

村長に対し、意見書の提出に代えて公開

による意見の聴取を行うことを請求す

ることができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の

聴取の請求があった場合においては、第

３項の措置を命じようとする者又はそ

の代理人の出頭を求めて、公開による意

見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の

聴取を行う場合においては、第３項の規

定によって命じようとする措置並びに

意見の聴取の期日及び場所を、期日の３

日前までに、前項に規定する者に通知す

るとともに、これを公告しなければなら

ない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に

際して、承認を出席させ、かつ、自己に

有利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要

な措置を命じた場合において、その措置

を命ぜられた者がその措置を履行しな

いとき、履行しても十分でないとき又は

履行しても同項の期限までに完了する

見込みがないときは、行政代執行法（昭

和２３年法律第４３号）の定めるところ

に従い、自ら義務者のなすべき行為を

し、又は第三者をしてこれをさせること

ができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命

じようとする場合において、過失がなく

てその措置を命ぜられるべき者を確知

することができないとき（過失がなくて

第１項の助言若しくは指導又は第２項

の勧告が行われるべき者を確知するこ

とができないため第３項に定める手続

きにより命令を行うことができないと

きを含む。）は、市町村長は、その者の負

担において、その措置を自ら行い、又は

その命じた者若しくは委任した者に行

わせることができる。この場合において

は、相当の期限を定めて、その措置を行

うべき旨及びその期限までにその措置

を行わないときは、市町村長又はその命

じた者若しくは委任した者がその措置

を行うべき旨をあらかじめ公告しなけ

ればならない。 

１１ 市町村長は、第３項の規定による命

令をした場合においては、標識の設置そ

の他国土交通省令・総務省令で定める方

法により、その旨を公示しなければなら

ない。 

１２ 前項の標識は、第３項の規定による

命令に係る特定空家等に設置すること

ができる。この場合においては、当該特

定空家等の所有者等は、当該標識の設置

を拒み、又は妨げてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

命令を行ったにもかかわらず、当該所有者

等が正当な理由なく命令に従わないとき

は、次に掲げる事項を公表することができ

る。 

（１） 命令に従わない者の住所及び氏名

（法人にあっては、主たる事務所の   

所在地、名称及び代表者の氏名） 

（２） 命令の対象である空き家等の所在

地 

（３） 命令の内容 

（４） その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定により公表すると

きは、当該公表に係る所有者等に意見を

述べる機会を事前に与えなければならな

い。 

 

（代執行） 

第 12条 市長は、第９条第１項の規定によ

る命令を受けた者（以下「受命者」とい

う。）が、当該命令に従わない場合におい

て、他の手段によってその履行を確保す

ることが困難であり、かつ、その履行を

放置することが著しく公益に反すると認

めるときは、行政代執行法（昭和２３年

法律第４３号）の定めるところにより自

ら受命者が行うべき行為の全部若しくは

一部を行い、又は第三者にこれを行わせ、

その費用を受命者から徴収することがで

きる。 
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特措法 条例改正（案） 現条例 

１３ 第３項の規定による命令について

は、行政手続法（平成５年法律第８８号）

第三章（第１２条及び第１４条を除く。）

の規定は適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定

空家等に対する措置に関し、その適切な

実施を図るために必要な指針を定める

ことができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空

家等に対する措置に関し必要な事項は、

国土交通省令・総務省令で定める。 

 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第１５条 国及び都道府県は、市町村が行

う空家等対策計画に基づく空家等に関

する対策の適切かつ円滑な実施に資す

るため、空家等に関する対策の実施に要

する費用に対する補助、地方交付税制度

の拡充その他の必要な財政上の措置を

講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定める

もののほか、市町村が行う空家等対策計

画に基づく空家等に関する対策の適切

かつ円滑な実施に資するため、必要な税

制上の措置その他の措置を講ずるもの

とする。 

 

（過料） 

第１６条 第１４条第３項の規定による市

町村長の命令に違反した者は、５０万円

以下の過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による立入調査を

拒み、妨げ、又は忌避した者は、２０万

円以下の過料に処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（関係機関への協力要請） 

第１０条 市長は、法及びこの条例の施行

に関し必要があると認められるときは、

市の区域を管轄する警察署その他の関係

機関に対し、必要な情報を提供し、協力

を求めることができる。 

 

 

 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、

この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正前の山陽小野田市

空き家等の適正管理に関する条例第６条

の規定による提供及び第７条の規定によ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（関係機関への協力要請） 

第 11条 市長は、必要があると認めるとき

は、市の区域を管轄する警察その他の関

係機関に前４条の規定による実態調査、

助言、指導、勧告、命令及び公表の内容

を提供し、当該空き家等の管理不全な状

態を解消するために必要な協力を求める

ことができる。 

 

（委任） 

第 14 条 この条例の施行に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

 

 

 附 則 

 この条例は、平成２５年１月１日から施

行する。 
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特措法 条例改正（案） 現条例 

る調査により収集した情報は、法及びこ

の条例の施行に必要な範囲で収集した情

報とみなし、なお利用することができる。 
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山陽小野田市児童発達支援事業所条例の制定について 

 

１ 事業の沿革と現状 

Ｓ47 国 

 

「心身障害児通園事業」及び「心身障害児簡易通園事業」が制

度化 

Ｓ50 市 「山陽小野田市心身障害児簡易通園施設なるみ園」開設 

Ｈ23 県 「心身障害児簡易通園事業」の補助廃止 

Ｈ24 国  

 

児童福祉法改正 

障がい児に係る事業・施策が児童福祉法に一体化され、「児童

発達支援」と位置付けけられた 

○現在のなるみ園の設置根拠：「山陽小野田市心身障害児簡易通園施設条例」（法的な位置

付けなし） 

○運営経費：平成２３年度以降は県の補助が廃止され、全額が市の負担 

※平成２８年度の市の歳出は３３，４８４千円（指定管理料） 

 

２ 条例制定の目的 

平成２９年４月１日から児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援事業所

として位置付け、事業を実施するため、新たに設置条例を制定する。 

既存の「山陽小野田市心身障害児簡易通園施設条例」は、新条例の施行（平成２９年４月

１日）と同時に廃止する。 

 

３ 法定施設となる必要性 

①事業者は県の指定を受け、設置・運営基準が明確化されることにより、現在実施している

利用者本位の目線に立った、療育の質の向上、きめ細かいサービス水準等が確保される。 

②児童発達支援に係る運営費について、法定施設として報酬を受けることとなり、市の一般

財源負担の軽減が見込める。 

 ※報酬の負担割合：国 1/2、県 1/4、市 1/4（年間約１９，０００千円の軽減見込み） 
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４ 事業の内容 

・児童発達支援事業所として、施設を利用する障がい児やその家族に対する支援を行う療育

の場 

・地域の障がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への援助・支援 

 

５ 利用に関する変更点 

①障害児通所給付費の支給決定が必要 

②利用者負担（利用サービスの１割） 

世帯の課税状況 負担上限月額 

市民税非課税世帯 0円 

市民税課税世帯（所得割 28万円未満） 4,600円 

市民税課税世帯（所得割 28万円以上） 37,200円 
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議案第３１号資料 

山陽小野田市障害福祉サービス事業所条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 事業の沿革と現状 

Ｓ62 市 

 

施設に入れない待機者の増加に伴い心身障害者福祉作業所 

「のぞみ園」（定員１９名）を開設。 

Ｈ26 市 障害福祉サービス事業所（定員２０名）として、県指定を受け

生活介護事業を開始。（障害者総合支援法第５条第７項） 

Ｈ26 市 特定相談支援事業所として、市指定を受け特定相談支援事業を

開始。（障害者総合支援法第５条第１６項） 

Ｈ29 

（案） 

市  

 

障害児相談支援事業所として、市指定を受け障害児相談支援事

業を開始予定（児童福祉法第６条の２の２第６項） 

 

２ 条例改正の目的 

平成２４年度法改正により、障害児通所支援の給付決定には、障害児相談支援（ケアプラ

ンの作成）が必須となった。現在、こどもの利用者は７６人で、市内１箇所、市外６箇所の

相談支援事業所で、ケアプランを作成している。これらの事業所は、障がい者のケアプラン

も作成しており、これ以上の障害児相談支援を提供することが困難な状況である。また、こ

どもを対象とした障がいに関する一般相談についても市内に事業所がないことから、のぞみ

園において障害児相談支援及び一般相談事業を開始して、身近な事業所で相談出来る体制を

構築することを目的とする。 

 

３ 事業の内容 

・障害児通所支援に係る障害児相談支援及び一般相談 

 

４ 利用に関する負担金等 

①障害児通所支援に係る障害児相談支援  無料 

②一般相談    無料 



閉会中の継続調査事項について 

 

委 員 会 名 調 査 事 項 調 査 期 間 

民生福祉常任委員会 

・国民健康保険及び国民年金に関すること。 

・介護保険に関すること。 

・在宅介護者支援に関すること。 

・保健衛生に関すること。 

・保育所に関すること。 

・病院経営に関すること。 

・地域医療に関すること。 

・在宅医療介護連携について。 

・人権・男女共同参画に関すること。 

・火葬場整備事業に関すること。 

・空き家等の適正管理について 

・子育て支援を中心に結婚や出産をしやすく 

なる環境整備に関すること。 

平成２９年６

月定例会前日

まで継続して

閉会中調査す

る。 

 


